
 

 

平成 27 年３月 12 日 

各     位 

名古屋市昭和区鶴舞二丁目 17 番 17 号 

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 

代 表 者 名  代 表 取 締 役  榊 原  暢 宏 

(コード番号：2453 東証・名証 第一部) 

問合せ先 

取締役管理部長兼業務部長 宮本 稔久 

電話番号：052-883-0850 

 

東京証券取引所及び名古屋証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年８月 22 日提出の「改善報告書」につきまして、有価証券上場規程第

503 条第１項の規定に基づき、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況報告

書」（以下、「本報告書」といいます。）を本日別添のとおり提出いたしましたのでお知らせ

いたします。 

なお、本日付「内部調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、

株式会社バイノスにおける不適正な売上計上（以下、「本件」といいます。）について、こ

れまで第三者委員会が認定した事実の前提となる事実が異なる可能性又は新たな事実が存

在する可能性が確認されたことから、当社はこの事実を重く受け止め、本件について再度

徹底的な調査を行い、事実関係を明らかにするとともに、原因たる事実に即した改善措置

を立案することを目的として、内部調査委員会を設置することを決議いたしました。なお、

内部調査委員会設置の目的は以下のとおりです。 

（１）当社元取締役による本件に関する指示の有無及び関与の程度並びに当社の監査体

制及び当社の監査対応における問題点等の調査 

（２）過去に設置された第三者委員会が認定した事実に誤りがある場合には、その原因

の解明 

（３）再発防止策の提言 

今回の内部調査は、過年度に係る決算短信等及び平成 27 年５月 14 日に予定しておりま

す「平成 27 年９月期第２四半期決算短信」に影響を及ぼすものでないと考えております。

また、内部調査委員会による調査の結果、仮に前提となる事実が異なる場合には、当社が

行うべき改善措置が変更され、又は追加となる可能性があり、現時点におきましては、本

報告書 26 ページ記載の（５）監査役会室の設置及び内部監査室の拡充に変更が生じる可能

性があると考えておりますが、その他の事項につきましても、改善措置が変更され、又は

追加となる可能性がありますので、判明次第、速やかな適時開示を行ってまいります。 

 

別添書類：改善状況報告書 

以  上 














































































